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右下、「権現様」の付箋 

「権現様」＝徳川家康であ

り、北野天神社が家康の寄進

状であると認識して保管し

ていたことがうかがえる。 

徳
川
家
康
寄
進
状
を
読
む
（
解
説
） 

 

①
語
句
・
地
名 

②
内
容 

 

天
正
一
八
年
（
一
五
九
〇
）
、
関
東
地
方
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
い
た
後
北
条
氏
が
豊
臣
秀
吉

の
侵
攻
に
よ
っ
て
滅
亡
し
、
同
年
八
月
に
徳
川
家
康
が
関
東
に
入
国
す
る
。
家
康
は
同
月
中

旬
ま
で
に
は
川
越
（
松
平
重
忠
）
や
忍
（
松
平
家
忠
、
の
ち
松
平
忠
吉
）
な
ど
に
家
臣
団
を

配
置
し
、
同
時
に
家
臣
へ
の
知
行
宛
行
を
行
っ
た
。 

 

寺
社
に
対
し
て
は
、
翌
一
九
年
（
一
五
九
一
）
一
一
月
に
一
斉
に
朱
印
状
を
発
給
し
て
い

る
。
こ
の
段
階
で
は
徳
川
氏
の
検
地
が
終
了
し
て
お
ら
ず
、
寺
社
側
か
ら
の
差
出
に
よ
っ
て

一
旦
朱
印
状
を
発
給
し
、
検
地
終
了
後
に
田
畑
の
詳
し
い
内
訳
を
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

 

家
康
の
朱
印
は
「
福
徳
」
の
字
が
刻
印
さ
れ
て
お
り
、
朱
印
状
に
は
「
寺
院
宛
」
と
「
神

社
宛
」
で
文
言
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
当
館
で
は
、
天
正
一
九
年
一
一
月
発
給
の
徳
川
家

康
朱
印
状
の
原
本
（
非
完
形
を
含
む
）
を
二
三
点
収
蔵
し
て
お
り
、
い
く
つ
か
の
史
料
は
複

写
本
で
の
閲
覧
が
可
能
で
あ
る
。 
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川
氏
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」
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同
）
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専
（
も
っ
ぱ
ら
） 

弥
（
い
よ
い
よ
） 

畢
（
お
わ
ん
ぬ
） 

北
野
之
郷 

多
東
郡 

武
蔵
国 

天
神 

寄
進 

 

他
の
こ
と
は
さ
し
お
い
て
、
そ
れ
に
集
中
す
る
さ
ま
。 

そ
の
う
え
に
、
ま
す
ま
す
、
前
よ
り
も
な
お
い
っ
そ
う
。 

そ
の
動
作
が
お
わ
っ
た
、
完
了
し
た
こ
と
を
表
す
。 

北
野
村
（
現
所
沢
市
北
野
・
小
手
指
町
・
青
葉
台
・
北
中
・
若
狭
・
三
ヶ
島
・

榎
町
）
の
一
帯
と
考
え
ら
れ
る
。 

多
摩
郡
の
東
側
。 

 

古
代
律
令
制
の
成
立
に
伴
い
設
置
さ
れ
、
東
山
道
、
の
ち
東
海
道
に
属
し 

 
 

 

た
。
現
埼
玉
県
全
域
と
東
京
都
・
神
奈
川
県
の
一
部
が
属
し
て
い
た
。 

 
北
野
天
神
社
。
武
蔵
国
入
間
郡
北
野
村
（
現
所
沢
市
）
に
あ
る
物
部
天
神 

 

 
社
・
国
渭
地
祇
神
社
・
天
満
天
神
の
総
称
で
あ
る
。 

 

神
社
や
寺
院
に
、
金
銭
や
物
品
を
寄
付
す
る
こ
と
。
奉
納
。
奉
加
。 


